
豊 能 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の

一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ９ 号  

豊 能 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例

施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

豊 能 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程

（ 平 成 31年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 12号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

豊能地域水道事業に係る大阪 

広域水道企業団水道事業給水 

条例施行規程 

 

豊能水道事業に係る大阪広域 

水道企業団水道事業給水条例 

施行規程 

 

目次 目次 

第１章―第３章 （略） 第１章―第３章 （略） 

第４章  料金、加入金、手数料等（第 19

条―第28条の２） 

第４章  料金、加入金、手数料等（第 19

条―第28条） 

第５章・第６章 （略） 第５章・第６章 （略） 

附則 

 

附則 

 

（趣旨） （趣旨） 

第１条  この規程は、別に定めがあるもの

のほか、豊能地域水道事業（大阪広域水

道企業団水道企業条例（平成 23年大阪広

域水道企業団条例第２号）第３条第２項

第１号イに定める豊能地域水道事業をい

う。以下同じ。）に係る大阪広域水道企

業団水道事業給水条例（平成 29年大阪広

域水道企業団条例第２号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

第１条  この規程は、別に定めがあるもの

のほか、豊能水道事業（大阪広域水道企

業団水道企業条例（平成 23年大阪広域水

道企業団条例第２号）第３条第２項第１

号イに定める豊能水道事業をいう。以下

同じ。）に係る大阪広域水道企業団水道

事業給水条例（平成 29年大阪広域水道企

業 団 条 例 第 ２ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い

う。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

（工事費の算出方法） （工事費の算出方法） 

第14条  （略） 第14条  （略） 

(１ )・ (２) （略） (１ )・ (２) （略） 



(３ ) 労力費は、管類の継手作業、栓類

の取付作 業、掘削 作業その 他の作業 に

ついては 、それぞ れの作業 に要する 労

力費の算 定歩掛に その作業 に従事す る

配管工及 びその他 の就労者 賃金の額 を

乗じて算 定する。 この場合 における 労

力費の算 定歩掛、 配管工及 びその他 の

就労者賃金の額は、別に定める。 

(３ ) 労力費は、管類の継手作業、栓類

の取付作 業、掘削 作業その 他の作業 に

ついては 、それぞ れの作業 に要する 労

力費の算 定歩掛に その作業 に従事す る

配管工及 びその他 の労務者 賃金の額 を

乗じて算 定する。 この場合 における 労

力費の算 定歩掛、 配管工及 びその他 の

労務者賃金の額は、別に定める。 

(４ )・ (５) （略） 

 

(４ )・ (５) （略） 

 

（使用水量の認定） （使用水量の認定） 

第 21条  条例第 29条の規定による使用水量

の認定は、次に掲げる水量により行う。 

第 21条  条例第 29条の規定による使用水量

の認定は、次に定めるところにより行う

ものとする。 

(１ ) 前年同期間の使用水量 (１ ) 前６月の平均使用水量とする。た

だし、使 用者が該 当する６ 月の間居 住

していな い場合又 は生活状 況が著し く

異なる場 合は、月 数を短縮 すること が

できる。 

(２ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認め られると きは、直 前の計量 期

間における使用水量 

(２ ) 前年同月の使用水量とする。 

(３ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認め られると きは、直 前 12か月間

における平均使用水量 

(３ ) 前２号に該当しない場合は、計量

不 能 月 後 の １ 月 の 平 均 使 用 水 量 と す

る。ただ し、使用 者が該当 する１月 の

間居住し ていない 場合又は 生活状況 が

著しく異 なる場合 は、日数 を短縮す る

ことができる。 

(４ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認め られると きは、 10日以上の 使

用日数に基づく日割計算水量 

 

２  前項各号の規定により認定を行うこと

が適当でないと認められるときは、その

都度最善な方法により行うものとする。 

 

３  使用水量の認定において、１立法メー

トル未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。 

 

 

 

 （一時使用の場合の概算料金の前納） 

第23条  削除 

 

第 23条  条例第 34条第１項の規定による概

算料金の前納は、給水装置の新設、改造

及び増設の工事に伴い、一時的に給水装

置を使用する場合に行わなければならな

い。ただし、他の給水装置を使用して当



該工事を施行できる場合はこの限りでな

い。 

 

 （ 一 時 使 用 の 場 合 の 概 算 料 金 の 算 定 方

法） 

第24条  削除 

 

第 24条  前条の概算料金の額は、100,000円

とする。ただし、企業長が必要と認める

ときは、この限りでない。 

 

第 28条  （略） 

 

第 28条  （略） 

 

（料金等の減免）  

第 28条の２  条例第 44条の規定による料金

等 の 減 額 又 は 免 除 （ 以 下 「 減 免 」 と い

う。）は、次の各号のいずれかに該当す

るときにできるものとする。 

 

(１ ) 条例第 23条第１項に規定する善良

な管理者 の注意を もって給 水装置が 管

理されて いたにも かかわら ず、不可 抗

力により漏水が発生したとき。 

 

(２ ) 前号に規定するもののほか、企業

長が公益 上その他 特別の理 由がある と

認めるとき。 

 

２  前項第１号の規定により減免を受けよ

うとする者は、給水装置の修繕を行った

後、企業長が別に定めるところにより申

請しなければならない。 

 

３  前２項に定めるもののほか、第１項第

１号に係る料金等の減免に関し必要な事

項は、企業長が別に定める。 

 

 

第５章 （略） 

 

第５章 （略） 

 

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 能 勢 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 日 前 に 、 廃 止 前 の 能 勢 町 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規

則 （ 平 成 19年 能 勢 町 規 則 第 17号 ） そ の 他 の 水 道 事 業 に 関 す る 規 程 （ 以

下 「 町 規 則 等 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り な さ れ た 申 込 み 、 手 続 そ の 他

の 行 為 は 、 こ の 規 程 中 に こ れ に 相 当 す る 規 定 が あ る 場 合 に は 、 当 該 規

定 に よ り な さ れ た も の と み な す 。  


